
JP 2017-227113 A 2017.12.28

10

(57)【要約】
【課題】本発明は、工事現場周囲の美観を損ねず、表示
画面の視認性が高いデジタルサイネージ装置を備える仮
囲いを提供する。
【解決手段】デジタルサイネージ装置を備える仮囲い（
１００ａ）は、くり抜かれた窓部（１４１）を有する壁
体（１４０）と、表示画面（１３１）を有し、壁体の背
面側に配置されるデジタルサイネージ装置（１３０）と
、壁体の背面側に配置され、縦方向に伸びる２本の仮設
パイプと、２本の仮設パイプの間に配置され、２本の仮
設パイプに固定される吊材（１１０）と、２本の仮設パ
イプの間に配置され、２本の仮設パイプに固定される下
部架台（１２０）と、を有する。デジタルサイネージ装
置は下部架台上に載置され、デジタルサイネージ装置の
下部は下部架台に固定され、デジタルサイネージ装置の
上部は吊材に固定される。デジタルサイネージ装置は壁
体を正面から見た場合に窓部から表示画面が見えるよう
に配置される。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面とその反対側の背面とを有し、くり抜かれた窓部を有する壁体と、
　表示画面を有し、前記壁体の背面側に配置されるデジタルサイネージ装置と、
　前記壁体の背面側に配置され、縦方向に伸びる２本の仮設パイプと、
　前記２本の仮設パイプの間に配置され、前記２本の仮設パイプに固定される吊材と、
　前記２本の仮設パイプの間に配置され、前記２本の仮設パイプに固定される下部架台と
、を有し、
　前記デジタルサイネージ装置は前記下部架台上に載置され、前記デジタルサイネージ装
置の下部は前記下部架台に固定され、前記デジタルサイネージ装置の上部は前記吊材に固
定され、
　前記デジタルサイネージ装置は前記壁体を正面から見た場合に前記窓部から前記表示画
面が見えるように配置されるデジタルサイネージ装置を備える仮囲い。
【請求項２】
　前面とその反対側の背面とを有し、くり抜かれた窓部を有する壁体と、
　表示画面を有し、前記壁体の窓部に嵌め込まれるように配置されるデジタルサイネージ
装置と、
　前記壁体の背面側に配置され、縦方向に伸びる２本の仮設パイプと、
　前記２本の仮設パイプの間に配置され、前記２本の仮設パイプに固定される吊材と、
　前記２本の仮設パイプの間に配置され、前記２本の仮設パイプに固定される下部架台と
、を有し、
　前記デジタルサイネージ装置は前記下部架台上に載置され、前記デジタルサイネージ装
置の下部は前記下部架台に固定され、前記デジタルサイネージ装置の上部は前記吊材に固
定されるデジタルサイネージ装置を備える仮囲い。
【請求項３】
　前面とその反対側の背面とを有し、くり抜かれた窓部を有する壁体と、
　表示画面を有し、前記壁体の背面側に配置され、上部にアイボルトを有するデジタルサ
イネージ装置と、
　前記壁体の背面側に配置され、横方向に伸び上に配置される第１布パイプ及び下に配置
される第２布パイプと、
　前記第１布パイプと前記アイボルトとを連結する吊り下げ連結部と、
　前記第２布パイプに固定される下部架台と、を有し、
　前記デジタルサイネージ装置の上部は前記吊り下げ連結部で吊り下げられとともに、前
記デジタルサイネージ装置は前記下部架台上に載置され、
　前記デジタルサイネージ装置は前記壁体を正面から見た場合に前記窓部から前記表示画
面が見えるように配置されるデジタルサイネージ装置を備える仮囲い。
【請求項４】
　前記吊材は、横方向に伸びる第１Ｌ型アングルと、前記第１Ｌ型アングルの両端に取り
付けられる第１プレートと、を有し、
　前記下部架台は、同じ高さに配置され横方向に互いに並行に伸びる２本の第２Ｌ型アン
グルと、前記２本の第２Ｌ型アングルの両端に取り付けられる第２プレートと、を有し、
　前記吊材及び前記下部架台は、前記第１プレート及び前記第２プレートが前記仮設パイ
プにそれぞれ２つのクランプで固定されることにより、前記吊材及び前記下部架台が前記
仮設パイプに固定される請求項１又は請求項２に記載のデジタルサイネージ装置を備える
仮囲い。
【請求項５】
　前記壁体の背面側に配置され、横方向に伸び上に配置される第１布パイプ及び下に配置
される第２布パイプを有し、
　前記２本の仮設パイプは前記第１及び第２布パイプに固定され、前記窓部は前記２本の
仮設パイプと前記第１及び第２布パイプとでできた枠内に配置される請求項１又は請求項
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２に記載のデジタルサイネージ装置を備える仮囲い。
【請求項６】
　前記壁体の背面側に配置され、縦方向に伸びる２本の仮設パイプを有し、
　前記第１及び第２布パイプは、前記仮設パイプに固定され、前記窓部は前記２本の仮設
パイプと前記第１及び第２布パイプとでできた枠内に配置される請求項３に記載のデジタ
ルサイネージ装置を備える仮囲い。
【請求項７】
　前記吊り下げ連結部は、縦方向の長さを調整できる長さ調整部を有する請求項３又は請
求項６に記載のデジタルサイネージ装置を備える仮囲い。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工事現場に設置される仮囲いであり、より詳しくはデジタルサイネージ装置
を備える仮囲いに関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築現場等の工事現場では、内外の安全を図り盗難等を防止するために、工事現場の周
囲を囲むように仮囲いが形成される。このような仮囲いには、工事現場の周辺の歩行者及
び住民等に工事情報等を提供するためにモニター等の電子掲示板が設置される場合がある
。例えば、特許文献１では、仮囲いの外側に壁掛け式の外部用電子掲示板が配置される旨
が示されている。当該電子掲示板では、工事現場内の事務所から、適宜電子掲示板の表示
内容を変えることができる旨が示されている。しかし、特許文献１の電子掲示板では事務
所から操作を行っており、事務所から表示内容を適宜変更しなければならないという手間
が生じる。また、電子掲示板の知識を有する者が工事現場に常駐しなければならず、比較
的規模の小さい工事現場ではコスト等の面を考慮するとこのような電子掲示板の使用は難
しい。
【０００３】
　これに対して、特許文献２では、遠隔操作を行うことができ、表示画面の表示を制御す
る制御部を含んだデジタルサイネージ装置が示されている。このようなデジタルサイネー
ジ装置では、工事現場の作業者がデジタルサイネージ装置を操作及び管理する必要がなく
、工事情報、地域情報、広告等の様々な情報を提供することができ、風雨に耐えることが
できるという利点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３００８９９９号
【特許文献２】特開２０１６－０７１７９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献２に示されるデジタルサイネージ装置は、工事現場の周囲に仮囲いを
設けるような場合には設置場所の確保が難しい。また、仮囲いの一部を透明にして、透明
な仮囲いの背面にデジタルサイネージ装置を設置することも考えられるが、仮囲いとデジ
タルサイネージ装置との間の距離が離れ、仮囲いを介してデジタルサイネージ装置の表示
画面を見なければならないため表示画面の視認性が悪くなるという問題がある。さらに、
デジタルサイネージ装置の背景が工事現場となるため、工事現場の周囲の美観を損ねるこ
とになる。
【０００６】
　本発明は、工事現場周囲の美観を損ねず、表示画面の視認性が高いデジタルサイネージ
装置を備える仮囲いを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１観点のデジタルサイネージ装置を備える仮囲いは、くり抜かれた窓部を有する壁体
と、表示画面を有し、壁体の背面側に配置されるデジタルサイネージ装置と、壁体の背面
側に配置され、縦方向に伸びる２本の仮設パイプと、２本の仮設パイプの間に配置され、
２本の仮設パイプに固定される吊材と、２本の仮設パイプの間に配置され、２本の仮設パ
イプに固定される下部架台と、を有する。デジタルサイネージ装置は下部架台上に載置さ
れ、デジタルサイネージ装置の下部は下部架台に固定され、デジタルサイネージ装置の上
部は吊材に固定される。デジタルサイネージ装置は壁体を正面から見た場合に窓部から表
示画面が見えるように配置される。
【０００８】
　第２観点のデジタルサイネージ装置を備える仮囲いは、くり抜かれた窓部を有する壁体
と、表示画面を有し、壁体の窓部に嵌め込まれるように配置されるデジタルサイネージ装
置と、壁体の背面側に配置され、縦方向に伸びる２本の仮設パイプと、２本の仮設パイプ
の間に配置され、２本の仮設パイプに固定される吊材と、２本の仮設パイプの間に配置さ
れ、２本の仮設パイプに固定される下部架台と、を有する。デジタルサイネージ装置は下
部架台上に載置され、デジタルサイネージ装置の下部は下部架台に固定され、デジタルサ
イネージ装置の上部は吊材に固定される。
【０００９】
　第３観点のデジタルサイネージ装置を備える仮囲いは、前面とその反対側の背面とを有
しくり抜かれた窓部を有する壁体と、表示画面を有し壁体の背面側に配置され、上部にア
イボルトを有するデジタルサイネージ装置と、壁体の背面側に配置され、横方向に伸び上
に配置される第１布パイプ及び下に配置される第２布パイプと、第１布パイプとアイボル
トとを連結する吊り下げ連結部と、第２布パイプに固定される下部架台と、を有する。そ
してデジタルサイネージ装置は、デジタルサイネージ装置の上部が吊り下げ連結部に吊り
下げられ、デジタルサイネージ装置の下部は下部架台に固定され、デジタルサイネージ装
置は壁体を正面から見た場合に窓部から表示画面が見えるように配置される。
【００１０】
　第４観点のデジタルサイネージ装置を備える仮囲いは、吊材が、横方向に伸びる第１Ｌ
型アングルと、第１Ｌ型アングルの両端に取り付けられる第１プレートと、を有する。下
部架台は、同じ高さに配置され横方向に互いに並行に伸びる２本の第２Ｌ型アングルと、
２本の第２Ｌ型アングルの両端に取り付けられる第２プレートと、を有する。吊材及び下
部架台は、第１プレート及び第２プレートが仮設パイプにそれぞれ２つのクランプで固定
されることにより、吊材及び下部架台が仮設パイプに固定される。
【００１１】
　壁体が複数の布パイプにより固定され、２本の仮設パイプが布パイプに固定されてもよ
い。また、壁体の背面側に配置され、縦方向に伸びる２本の仮設パイプを有していてもよ
い。また吊り下げ連結部は、縦方向の長さを調整できる長さ調整部を有してもよい。また
、デジタルサイネージ装置が壁体に、アングル又はバンドで固定されてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のデジタルサイネージ装置を備える仮囲いによれば、工事現場周囲の美観を損ね
ず、表示画面の視認性を高くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】工事現場ＣＯＮに仮囲い１００が配置された状態が示された図である。
【図２】（ａ）は、デジタルサイネージ装置１３０の斜視図である。　（ｂ）は、デジタ
ルサイネージ装置１３０の構成図である。
【図３】（ａ）は、デジタルサイネージ装置を有する仮囲い１００ａの正面図である。　
（ｂ）は、仮囲い１００ａの概略断面図である。
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【図４】仮囲い１００ａの部分背面図である。
【図５】（ａ）は、吊材１１０の上面図である。　（ｂ）は、吊材１１０の正面図である
。　（ｃ）は、吊材１１０の側面図である。
【図６】（ａ）は、下部架台１２０の上面図である。　（ｂ）は、下部架台１２０の正面
図である。　（ｃ）は、下部架台１２０の側面図である。
【図７】仮囲い１００ａの部分背面図で、長さ調整できる連結部１７０で吊り下げる例で
ある。
【図８】（ａ）は、下部架台１８０の上面図である。　（ｂ）は、下部架台１８０の正面
図である。
【図９】（ａ）は、仮囲い２００の部分背面図である。　（ｂ）は、仮囲い２００の部分
正面図である。
【図１０】（ａ）は、仮囲い３００の部分背面図である。　（ｂ）は、図１０（ａ）の点
線１９０の部分のデジタルサイネージ装置の拡大図である。
【図１１】（ａ）は、仮囲い４００の正面図である。　（ｂ）は、仮囲い４００の部分断
面図である。
【図１２】（ａ）は、仮囲い５００の正面図である。　（ｂ）は、仮囲い５００の部分断
面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明の範囲は以
下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるも
のではない。
【００１５】
（第１実施形態）
＜デジタルサイネージ装置を備える仮囲い１００ａの構成＞
　図１は、工事現場ＣＯＮに仮囲い１００が配置された状態が示された図である。図１で
は、工事現場ＣＯＮと歩道ＲＯＤとの間に仮囲い１００が形成された状態が示されている
。仮囲い１００は、デジタルサイネージ装置を備える仮囲い１００ａとデジタルサイネー
ジ装置を備えない通常の仮囲い１００ｂとを含んで構成されており、デジタルサイネージ
装置を備える仮囲い１００ａと通常の仮囲い１００ｂとが交互に配置されている。このよ
うな仮囲い１００は、主に工事現場ＣＯＮと歩道ＲＯＤとの間を仕切って工事現場ＣＯＮ
の内外の安全を図ると共に、工事現場ＣＯＮからの盗難を防止する等の目的で配置される
。
【００１６】
　デジタルサイネージ装置を有する仮囲い１００ａは、画像及び動画等を表示する表示画
面１３１を有するデジタルサイネージ装置１３０（後述の図２（ａ）参照）と一体的に用
いられる仮囲いである。仮囲い１００ａは、図１に示されるように表示画面１３１が歩道
ＲＯＤ側に向けられて配置されており、歩道ＲＯＤを歩く歩行者等に工事の概要説明、地
域情報、天気情報、広告等の様々な情報を提供することができる。
【００１７】
　通常の仮囲い１００ｂは、デジタルサイネージ装置１３０を含まない仮囲いである。従
来の仮囲いは通常の仮囲い１００ｂのみにより構成されていたが、図１に示される仮囲い
１００では、デジタルサイネージ装置を有する仮囲い１００ａを含む点で従来の仮囲いと
は異なっている。
【００１８】
　図２（ａ）は、デジタルサイネージ装置１３０の斜視図である。デジタルサイネージ装
置１３０は、略直方体状に形成されており、正面に画像及び動画等を表示するための表示
画面１３１が設けられており、側面にはサイドビーム１３７が設けられている。また、デ
ジタルサイネージ装置１３０の上部にはアイボルト用のネジ孔（不図示）が形成されてい
る。アイボルトを使ってデジタルサイネージ装置１３０が持ち上げる。さらに、デジタル
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サイネージ装置１３０の下部には設置台もしくは移動台車（不図示）にデジタルサイネー
ジ装置１３０を取り付ける際に使われるネジ孔（不図示）が形成されている。以降の説明
では、デジタルサイネージ装置１３０が正面を向く方向を＋Ｘ軸方向、デジタルサイネー
ジ装置の上方に向かう方向を＋Ｚ軸方向、Ｘ軸方向及びＺ軸方向に垂直な方向をＹ軸方向
として説明する。
【００１９】
　図２（ｂ）は、デジタルサイネージ装置１３０の構成図である。デジタルサイネージ装
置１３０は、表示画面１３１、通信部１３２、記憶部１３３、冷却部１３４、制御部１３
５、電源部１３６を有している。
【００２０】
　表示画面１３１は、工事の概要説明、地域情報、天気情報、広告等の様々な情報を表示
する画面であり、例えば液晶モニター等により構成される。通信部１３２は、クラウド１
６０等のインターネットを介してサーバー１６１に接続され、デジタルサイネージ装置１
３０の外部に様々な情報を送信し、外部から様々な情報及び指示を受信することができる
。記憶部１３３には、例えば表示画面１３１に表示させる画像及び動画等が保存される。
冷却部１３４はデジタルサイネージ装置１３０内の温度上昇を防ぐために設けられており
、例えば、ファンにより構成される。制御部１３５は、表示画面１３１、通信部１３２、
記憶部１３３、冷却部１３４を制御する。電源部１３６は、外部電源１６２から電力を受
電する。
【００２１】
　デジタルサイネージ装置１３０では、記憶部１３３に保存され又はサーバー１６１から
送られる画像又は動画等を表示画面１３１に表示させる。表示させる画像又は動画は、所
定のプログラムに従って制御部１３５により制御され、又はサーバー１６１からの指示に
基づいて制御される。そのため、デジタルサイネージ装置１３０では、基本的に工事現場
で働く者が管理を行う必要がない。
【００２２】
　図３（ａ）は、デジタルサイネージ装置を有する仮囲い１００ａの正面図である。仮囲
い１００ａは、主に仮囲い１００ａの前面（仮囲い１００ａの＋Ｘ軸側）に配置される壁
体１４０と、壁体１４０の背面（仮囲い１００ａの－Ｘ軸側）に配置されるデジタルサイ
ネージ装置１３０と、により構成されている。壁体１４０は、略中央に壁体１４０をＸ軸
方向に矩形状に貫通する窓部１４１が形成されている。すなわち、壁体１４０の窓部１４
１には何も形成されていない。壁体１４０は、例えば、亜鉛めっき鋼板、ガルバリウム鋼
板（登録商標）、又はポリカーボネート等により形成される。また、窓部１４１の周囲に
は枠部１４２が形成されている。枠部１４２は、例えば、アルミニウム等により構成され
る。図３（ａ）では、点線で壁体１４０の背面に配置されるデジタルサイネージ装置１３
０が示されている。デジタルサイネージ装置１３０は、表示画面１３１と窓部１４１とが
Ｘ軸方向に重なって、表示画面１３１を＋Ｘ軸側から見ることができるように配置される
。
【００２３】
　図３（ｂ）は、仮囲い１００ａの概略断面図である。図３（ｂ）では、図３（ａ）のＡ
－Ａ断面を含んでいるが、デジタルサイネージ装置１３０の内部の断面形状は表されてい
ない。図３（ｂ）に示されるように、仮囲い１００ａの窓部１４１には何も形成されてい
ないため、表示画面１３１が窓部１４１を通じて仮囲い１００ａの＋Ｘ軸側に露出する。
壁体１４０の厚さをＫＴ、デジタルサイネージ装置の厚さをＤＴとすると、例えば厚さＫ
Ｔは０．８ｍｍから２．０ｍｍであり、厚さＤＴは１５０ｍｍである。また、デジタルサ
イネージ装置１３０は、下部架台１２０上に載置されて固定され、吊材１１０によりデジ
タルサイネージ装置１３０の上部が固定されている。仮囲い１００ａでは、壁体１４０と
デジタルサイネージ装置１３０とが略密着するように構成されている。また、枠部１４２
とデジタルサイネージ装置１３０との間には、隙間が開かないように封止されても良い。
【００２４】
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　仮囲い１００ａでは、壁体１４０の窓部１４１に何も形成されていないため、表示画面
１３１が仮囲いとの間に挟まれることに起因した表示画面１３１のくもり、及び表示画面
１３１と壁体との間に物が挟まることによる汚れ等が発生し難い。また、窓部１４１に何
も形成されていないため、例え表示画面１３１が汚れても汚れを除去することが容易であ
る。
【００２５】
　図４は、仮囲い１００ａの部分背面図である。仮囲い１００は、Ｚ軸に沿って伸び地面
に固定される複数の支柱パイプ（不図示）、及び支柱パイプに固定されＹ軸に沿って伸び
る布パイプ１６４等により固定される。デジタルサイネージ装置１３０の取り付けでは、
まず布パイプ１６４に２本の仮設パイプ１５１が直交クランプ１５０により取り付けられ
る。２本の仮設パイプ１５１はＺ軸に並行に伸びるように取り付けられ、その間はデジタ
ルサイネージ装置１３０が入るだけの間隔が開けられている。図４では窓部１４１が描か
れていないが、２本の布パイプ１６４と２本の仮設パイプ１５１とで形成される枠内に窓
部１４１が配置されている。
【００２６】
　次に、２本の仮設パイプ１５１の間に下部架台１２０が取り付けられる。下部架台１２
０の取り付け位置は、デジタルサイネージ装置１３０を載せた場合に表示画面１３１の位
置が窓部１４１の位置と高さが重なるように調整される。さらに、デジタルサイネージ装
置１３０は下部架台１２０上に載せられてネジ１６３で固定されると共に、吊材１１０が
２本の仮設パイプ１５１の間に取り付けられてデジタルサイネージ装置１３０の上部がネ
ジ１６３で固定される。デジタルサイネージ装置１３０の上部のネジ孔は、アイボルト用
のネジ孔であり、アイボルトが取り外されている。
【００２７】
　吊材１１０は、第１Ｌ型アングル１１１と、第１Ｌ型アングル１１１の両端に取り付け
られる第１プレート１１２と、により構成されている。各第１プレート１１２には２個の
クランプ１６５が取り付けられており、各クランプ１６５が仮設パイプ１５１に取り付け
られることにより吊材１１０が仮設パイプ１５１に固定される。また、下部架台１２０は
、２本の第２Ｌ型アングル１２０と第２Ｌ型アングル１２０の両端に取り付けられる第２
プレート１２２と、により構成されている。各第２プレート１２２には２個のクランプ１
６５が取り付けられており、各クランプ１６５が仮設パイプ１５１に取り付けられること
により下部架台１２０が仮設パイプ１５１に固定される。
【００２８】
　図５（ａ）は、吊材１１０の上面図である。吊材１１０は、断面形状が「Ｌ」の形状と
なるように形成される第１Ｌ型アングル１１１と、第１Ｌ型アングル１１１の両端に取り
付けられる第１プレート１１２と、により構成されている。第１Ｌ型アングル１１１と第
１プレート１１２とはネジ１１４により互いに固定されている。第１Ｌ型アングル１１１
には、２つの貫通孔１１３が開けられている。貫通孔１１３にはネジ１６３が差し込まれ
て吊材１１０とデジタルサイネージ装置１３０とが結合される。
【００２９】
　図５（ｂ）は、吊材１１０の正面図である。図５（ｂ）では、第１Ｌ型アングル１１１
の貫通孔１１３が点線で示されている。吊材１１０は、貫通孔１１３が下向きに配置され
る状態で第１プレート１１２に固定される。
【００３０】
　図５（ｃ）は、吊材１１０の側面図である。第１Ｌ型アングル１１１にはネジで固定す
るためのネジ穴（不図示）が形成されている。第１Ｌ型アングル１１１は第１プレート１
１２に３本のネジ１１４を通して第１Ｌ型アングル１１１のネジ穴に留めることにより第
１プレート１１２に固定されている。また、第１プレート１１２には２つのクランプ用貫
通孔１１５が形成されており、各クランプ用貫通孔１１５にクランプ１６５が取り付けら
れる。
【００３１】
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　図６（ａ）は、下部架台１２０の上面図である。下部架台１２０は、断面形状が「Ｌ」
の形状となる２本の第２Ｌ型アングル１２１と、２枚の第２プレート１２２と、により構
成されている。第２Ｌ型アングル１２１と第１Ｌ型アングル１１１とは主に貫通孔の形成
位置及びその数が異なっている。２本の第２Ｌ型アングル１２１はＹ軸に平行になるよう
に並べられ、両端に取り付けられる第２プレート１２２により互いに固定されている。第
２Ｌ型アングル１２１には複数の貫通孔１２３が開けられており、貫通孔１２３にはネジ
１６３が差し込まれて下部架台１２０とデジタルサイネージ装置１３０とが結合される。
【００３２】
　図６（ｂ）は、下部架台１２０の正面図である。図６（ｂ）では、貫通孔１２３が上向
きに並んでおり、第２Ｌ型アングル１２１の＋Ｙ軸側の面に形成されている。デジタルサ
イネージ装置１３０は、２本の第２Ｌ型アングル１２１上に載置され、ネジ１６３で２本
の第２Ｌ型アングル１２１に固定される。
【００３３】
　図６（ｃ）は、下部架台１２０の側面図である。図６（ｃ）では、第２プレート１２２
が示されている。第２Ｌ型アングル１２１は、第２プレート１２２の＋Ｚ軸側の＋Ｘ軸側
の角、及び＋Ｚ軸側の－Ｘ軸側の角にそれぞれ取り付けられている。各第２Ｌ型アングル
１２１と第２プレート１２２とはそれぞれ３本のネジ１２４で固定されている。第２プレ
ート１２２には、２つのクランプ用貫通孔１２５が開けられており、各クランプ用貫通孔
１２５にクランプ１６５が取り付けられる。
【００３４】
　デジタルサイネージ装置１３０は、工事現場の作業者が管理を行う必要が無いように、
通信部１３２、記憶部１３３、及び制御部１３５が内蔵されている。また、デジタルサイ
ネージ装置１３０は、内蔵する機器を保護するために冷却部１３４を有し、屋外で用いら
れるため、防水、防塵加工等がされている。そのため、保守管理が容易である。
【００３５】
　また、デジタルサイネージ装置１３０は様々な機器を有しているため、重量及び大きさ
も大きくなり、デジタルサイネージ装置１３０を単に壁体１４０に掛けるように取り付け
ることが難しい。仮囲い１００ａでは、デジタルサイネージ装置１３０を壁体１４０では
なく布パイプ１６４に取り付けている。そのため、デジタルサイネージ装置１３０を強く
安定的に保持することができる。また、デジタルサイネージ装置１３０を布パイプ１６４
に取り付けることにより、デジタルサイネージ装置１３０を壁体１４０に近づけることが
でき、壁体１４０とデジタルサイネージ装置１３０との間の間隔をなくすことができる。
これにより、デジタルサイネージ装置１３０の表示画面が壁体１４０の歩道側表面に近く
なって歩行者が表示画面１３１を見やすくなる。また、仮囲い１００ａでは表示画面１３
１のみを露出させ、工事現場は歩道側から見えなくなるため、工事現場の周囲の美観を損
ねることがない。
【００３６】
（第１実施形態の変形例）　
　次にデジタルサイネージ装置１３０を別の手段で取り付ける例をします。図７は、別の
手段でデジタルサイネージ装置１３０を仮囲い１００ａに取り付けた部分背面図である。
変形例は、第１実施形態で使用した吊材１１０を使用していない。また、クランプ１６５
は、仮設パイプ１５１に取り付けられるのではなくＹ軸に沿って伸びる布パイプ１６４等
に取り付けられる。図７では窓部１４１が描かれていないが、２本の布パイプ１６４と２
本の仮設パイプ１５１とで形成される枠内に窓部１４１が配置されている。
【００３７】
　次に、上側の１本の布パイプ１６１に２つのクランプ１６５が取り付けられ。そのクラ
ンプ１６５に長さ調整できる連結部（例えばターンバックルなど）１７０が取り付けられ
る。長さ調整できる連結部１７０は、デジタルサイネージ装置１３０の上部に付けられた
アイボルト１７９をフック等で引っ掛ける。これによりデジタルサイネージ装置１３０が
長さ調整できる連結部１７０で上から吊り下げられる。長さ調整できる連結部１７０は、
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デジタルサイネージ装置１３０を吊り下げた場合に表示画面１３１の位置が窓部１４１の
位置と高さが重なるように長さ調整する。
【００３８】
　下側の１本の布パイプ１６１に下部架台１８０が取り付けられる。下部架台１８０の取
り付け位置は、デジタルサイネージ装置１３０を載せた場合に表示画面１３１の位置が窓
部１４１の位置と高さが重なるように、薄い板を重ねて調整される。さらに、デジタルサ
イネージ装置１３０は下部架台１８０上に載せられてネジ１６３で固定される。なお、デ
ジタルサイネージ装置１３０が連結部１７０で吊り下げるだけで位置調整できるのであれ
ば、下部架台１８０は無くてもよく、後述するベルト３５０で固定してもよい。
【００３９】
　長さ調整できる連結部１７０は、調整ボディ１７１と、調整ボディ１７１の両端に取り
付けられるネジ付きフック１７２とにより構成されている。一対のネジ付きフック１７２
は純ネジと逆ネジとになっていることが好ましい。またネジ付きフックで長さ調整した後
に固定されるようにナット（不図示）を取り付けていた方がよい。
【００４０】
　図９（ａ）は、下部架台１８０の上面図である。下部架台１８０は、断面形状が「Ｌ」
の形状となる２本の第２Ｌ型アングル１８１と、２枚のＬ型の第２プレート１８２とが溶
接して取り付けられている。２本の第２Ｌ型アングル１８１はＹ軸に平行になるように並
べられ、両端に溶接される第２プレート１８２により互いに固定されている。第２Ｌ型ア
ングル１８１には複数の貫通孔１８３が開けられており、貫通孔１８３にはネジ１６３が
差し込まれて下部架台１８０とデジタルサイネージ装置１３０とが結合される。両端の第
２プレート１８２には、それぞれ２つの貫通した長孔１８４が形成されている。長孔１８
４は下側の１本の布パイプ１６１に取り付けられた２つのクランプ１６５とボルト及びナ
ットなどで固定される。
【００４１】
　図６（ｂ）は、下部架台１８０の正面図である。図６（ｂ）では、貫通孔１８３が上向
きに並んでおり、第２Ｌ型アングル１８１の＋Ｙ軸側の面に形成されている。デジタルサ
イネージ装置１３０は、２本の第２Ｌ型アングル１８１上に載置され、ネジ１６３で２本
の第２Ｌ型アングル１８１に固定される。
【００４２】
（第２実施形態）
　デジタルサイネージ装置を長期間設置する場合には、窓部と表示画面との相対位置が徐
々にずれる懸念がある。以下に、このような懸念を無くすために、壁体とデジタルサイネ
ージ装置とが互いに固定される例について説明する。
【００４３】
＜仮囲い２００の構成＞
　図９（ａ）は、仮囲い２００の部分背面図である。仮囲い２００は、仮囲い１００ａと
同様にデジタルサイネージ装置１３０と壁体１４０とを含んでいる。デジタルサイネージ
装置１３０は下部架台１２０に載置されて固定され、上部は吊材１１０により固定されて
いる。仮囲い２００は、デジタルサイネージ装置１３０と仮囲い１４０とがＬ型アングル
２５０により固定される点で仮囲い１００ａとは異なる。Ｌ型アングル２５０はデジタル
サイネージ装置１３０の両側面にネジ２５１により取り付けられている。また、Ｌ型アン
グル２５０は、ネジ２５２により壁体１４０に取り付けられている。
【００４４】
　図９（ｂ）は、仮囲い２００の部分正面図である。図９（ｂ）では、壁体１４０の背面
に配置されるデジタルサイネージ装置１３０及びＬ型アングル２５０が点線で示されてい
る。デジタルサイネージ装置１３０をＬ型アングル２５０で壁体１４０に固定する場合に
は、ネジ２５２が壁体１４０の表面に露出する。
【００４５】
　仮囲い２００では、デジタルサイネージ装置１３０と壁体１４０とがＬ型アングル２５
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０により互いに固定されることにより、デジタルサイネージ装置１３０と壁体１４０とが
密着し、一体的に形成される。これにより、デジタルサイネージ装置１３０が壁体１４０
に対して相対的にずれることが防がれている。
【００４６】
＜仮囲い３００の構成＞
　図１０（ａ）は、仮囲い３００の部分背面図である。仮囲い３００は、仮囲い１００ａ
において、更にベルト３５０を用いてデジタルサイネージ装置１３０を壁体１４０に密着
させるように固定している。図１０（ａ）では、２本のベルト３５０がネジ３５１で壁体
１４０に固定され、デジタルサイネージ装置１３０がベルト３５０により壁体１４０に押
さえつけられて固定されている。
【００４７】
　図１０（ｂ）は、図１０（ａ）の点線１９０の部分のデジタルサイネージ装置１３０の
拡大図である。デジタルサイネージ装置１３０では、デジタルサイネージ装置１３０の本
体とサイドアーム１３７との間に貫通孔１３８が形成されている。デジタルサイネージ装
置１３０をベルト３５０で固定する場合には、この貫通孔１３８にベルト３５０を通して
固定することにより、デジタルサイネージ装置１３０の上下方向のずれを抑えることがで
きる。
【００４８】
（第３実施形態）
　デジタルサイネージ装置は、壁体に埋め込まれるようにして仮囲いが形成されても良い
。以下に、デジタルサイネージ装置が壁体に埋め込まれた仮囲いについて説明する。
【００４９】
＜仮囲い４００の構成＞
　図１１（ａ）は、仮囲い４００の正面図である。仮囲い４００は、デジタルサイネージ
装置１３０と壁体４４０とを有している。壁体４４０は、壁体４４０を長方形状に貫通す
る窓部４４１を有しており、窓部４４１の周囲には枠部４４２が取り付けられている。ま
た、枠部４４２の内側にはデジタルサイネージ装置１３０が嵌め込まれている。そのため
、図１１（ａ）に示される仮囲い４００の正面図では、デジタルサイネージ装置１３０の
正面形状の略全体が示されることになる。
【００５０】
　図１１（ｂ）は、仮囲い４００の部分断面図である。図１１（ｂ）は、図１１（ａ）の
Ｂ－Ｂ断面図を含むが、デジタルサイネージ装置１３０の内部の断面は示されていない。
仮囲い４００は、仮囲い１００ａと同様にデジタルサイネージ装置１３０が下部架台１２
０上に載置され、上部は吊材１１０で固定されている。また、仮囲い４００は、デジタル
サイネージ装置１３０が、枠部４４２の内側に嵌め込まれるようにして形成されている。
デジタルサイネージ装置１３０の＋Ｘ軸側の面は、壁体４４０の表面と略同一平面上にな
るように又は壁体４４０の表面から突き出るようにして形成される。壁体４４０とデジタ
ルサイネージ装置１３０との間は、例えば隙間がなくなるように封止されても良い。
【００５１】
＜仮囲い５００の構成＞
　図１２（ａ）は、仮囲い５００の正面図である。仮囲い５００は、デジタルサイネージ
装置１３０と壁体５４０とを有している。壁体５４０は、壁体５４０を長方形状に貫通す
る窓部５４１を有しており、窓部５４１にはデジタルサイネージ装置１３０が嵌め込まれ
ている。そのため、図１２（ａ）に示される仮囲い５００の正面図では、デジタルサイネ
ージ装置１３０の正面形状の略全体が示されることになる。
【００５２】
　図１２（ｂ）は、仮囲い５００の部分断面図である。図１２（ｂ）は、図１２（ａ）の
Ｃ－Ｃ断面図を含むが、デジタルサイネージ装置１３０の内部の断面は示されていない。
壁体５４０は、壁体４４０（図１１（ｂ）参照）のように枠部４４２が形成される代わり
に、窓部５４１の周囲が－Ｘ軸側に曲げられることにより形成されている。枠部５４１の
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周囲の折り曲げ量をＫＴ２とすると、折り曲げ量ＫＴ２は、下部架台１２０の妨げになら
ないように例えば壁体５４０の厚さよりも大きい値から１ｃｍ以下の間とすることができ
る。壁体５４０では、窓部５４１の周囲が内側に曲げられることにより、枠部４４２を用
いなくても仮囲い５００の外観の美観を損ねることがない。また、デジタルサイネージ装
置１３０の＋Ｘ軸側の面は、壁体５４０の表面と略同一平面上になり、壁体５４０の表面
から－Ｘ軸側に引っ込み、又は突き出るようにして形成されることができる。
【００５３】
　仮囲い４００及び仮囲い５００では、歩行者等が表示画面１３１を見る場合に、表示画
面１３１を近くで見ることができるため表示画面１３１を見やすく好ましい。また、壁体
４４０又は壁体５４０とデジタルサイネージ装置１３０とが一体的に形成される場合には
、仮囲い１００ａと同様に工事現場周囲の美観を損ねることがない。
【００５４】
　以上、本発明の最適な実施形態について詳細に説明したが、当業者に明らかなように、
本発明はその技術的範囲内において実施形態に様々な変更・変形を加えて実施することが
できる。また、各実施形態の特徴を様々に組み合わせて実施することができる。
【００５５】
　例えば、図４に示される仮囲い１００ａにおいて、下部架台１２０の下にさらに下部架
台１２０を支えるための支柱が形成されても良い。
【符号の説明】
【００５６】
　１００、２００、３００、４００、５００　…　仮囲い
　１００ａ　…　デジタルサイネージ装置を備える仮囲い
　１００ｂ　…　通常の仮囲い
　１１０　…　吊材
　１１１　…　第１Ｌ型アングル
　１１２　…　第１プレート
　１１３　…　貫通孔
　１１４　…　ネジ
　１１５　…　クランプ用貫通孔
　１２０，１８０　…　下部架台
　１２１　…　第２Ｌ型アングル
　１２２　…　第２プレート
　１２３　…　貫通孔
　１２４　…　ネジ
　１２５　…　クランプ用貫通孔
　１３０　…　デジタルサイネージ装置
　１３１　…　表示画面、　１３２　…　通信部
　１３３　…　記憶部、　１３４　…　冷却部
　１３５　…　制御部、　１３６　…　電源部
　１３７　…　サイドビーム、　１３８　…　貫通孔
　１４０、４４０、５４０　…　壁体
　１４１、４４１、５４１　…　窓部
　１４２、４４２　…　枠部
　１５０　…　直交クランプ
　１５１　…　仮設パイプ
　１６０　…　クラウド、　１６１　…　サーバー、　１６２　…　外部電源
　１６３　…　ネジ
　１６４　…　布パイプ
　１６５　…　クランプ
　１６５　…　長さ調整できる連結部
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ＣＯＮ　…　工事現場
　ＲＯＤ　…　歩道
　２５０　…　Ｌ型アングル
　２５１、２５２、３５１　…　ネジ
　３５０　…　ベルト
　ＤＴ　…　デジタルサイネージ装置１３０の厚さ
　ＫＴ　…　壁体１４０の厚さ
　ＫＴ２　…　枠部５４１の周囲の折り曲げ量

【図１】 【図２】
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